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信託受益証券に係るファンドの名称】

ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

10兆円を上限とします。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年8月10日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、当ファンド並

びにマザーファンドの約款変更、税制の一部変更及び販売会社の異動に伴い、関連記載の更新等を行うた

め、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞及び＜訂正後＞に記載している下線部　　　　　は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

２投資方針

（１）投資方針

＜訂正前＞

（前略）

（ロ）運用方法

（中略）

②投資態度

（中略）

4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替

変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取

引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る

先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等に

おけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取

金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先

渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

（ロ）運用方法

（中略）

②投資態度

（中略）

4)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先

物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係

るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が

適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。ま

た、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと

に交換する取引、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（後略）

 

（２）投資対象

＜訂正前＞

（前略）
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　(参考)マザーファンドの概要

（中略）

２．運用方法

（中略）

(2)投資態度

（中略）

④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび

為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数

等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取

引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認め

る外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異

なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに

交換する取引、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　(参考)マザーファンドの概要

（中略）

２．運用方法

（中略）

(2)投資態度

（中略）

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、なら

びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取

引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引な

らびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行う

ことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその

元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。

（後略）

 

（５）投資制限

＜訂正前＞

＜約款に定める投資制限＞

（前略）

⑥委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号

イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ

に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
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ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら

の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取

引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率

的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨

に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における

通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会

社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避

するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社

が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することが

できます。（投資信託約款第21条）

⑦委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取

金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行

うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、

原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内

で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって

は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に

係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投

資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第22条）

⑧委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する

ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原

則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で

全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当

該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る

金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信

託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総

額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ

ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財

産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額

が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいま

す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額の

うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。（投資信託約款第

23条）

（中略）

⑩委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託

財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産

に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に

属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えないものとします。（投資信託約款第26条）

（後略）
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＜訂正後＞

＜約款に定める投資制限＞

（前略）

⑥委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資

産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金

融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融

商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金

融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める

外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。な

お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）委託会社は、

投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係

る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨

に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社

は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利

に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等における

これらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。（投資信託約款第21条）

⑦委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと

に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を

超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては

この限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ

取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額の

うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも

のとします。（投資信託約款第22条）

⑧委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引およ

び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超

えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの

限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引

の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のう

ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利

商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財

産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を

超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替

先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の

総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象と

する外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンド

の投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした

額との合計額を超えないものとします。（投資信託約款第23条）

（中略）

⑩委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資

産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、

外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
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（後略）

 

４手数料等及び税金

（４）その他の手数料等

＜訂正前＞

（前略）

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了

のときに投資信託財産中から支弁します。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期

末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

（後略）

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）

①個人の受益者に対する課税

（中略）

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア

NISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。

ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所

得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条

件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（中略）

※上記は、平成29年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

①個人の受益者に対する課税

（中略）

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア

NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
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NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合

NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて

NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドは平成30年1月

以降、その適用対象です。

ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所

得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条

件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ

ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し

くは、販売会社にお問い合わせください。

（中略）

※上記は、平成29年11月 8日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

更される場合があります。

（後略）
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第三部【委託会社等の情報】

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

（前略）

(2)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（平成29年3月末日現在）
事業の内容

（中略）

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 27,270  
金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

（中略）

松井証券株式会社 11,945 
金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

 

＜訂正後＞

（前略）

(2)販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（平成29年3月末日現在）
事業の内容

（中略）

ＳＭＢＣフレンド証券株式会

社※1
27,270  

金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

（中略）

松井証券株式会社 11,945 
金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

信金中央金庫 690,998※2
信用金庫法に基づき信用金庫連合

会の事業を営んでいます。

株式会社東京都民銀行 55,620 
銀行法に基づき銀行業を営んでい

ます。

※1：ＳＭＢＣ日興証券株式会社との平成30年1月1日付の合併に伴い、同日より販売会社業務をＳ

ＭＢＣ日興証券株式会社に引継ぎます。

※2：資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
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